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ト ピ ッ ク ス
体県立県北体育館

黒黒羽庁舎湯湯津上庁舎本本庁舎

リハーサル大会に出店しませんか

協賛で企業ＰＲしませんか

　令和３年に開催するいちご一会とちぎ国体競技別リハーサル大会における売店出店者を募集します。詳細
は実行委員会ホームページをご覧ください。
●募集期間…５月 17 日㊊～６月 18 日㊎
●募集する大会・会場・期間・募集店舗数

大会名 会場 期間※ 店舗数
第 73 回全日本総合女子
ソフトボール選手権大会

美原公園 ９月 18 日㊏～ 20 日㊊㊗

５店舗程度／会場黒羽運動公園 ９月 18 日㊏～ 19 日㊐
バドミントンＳ／ＪリーグⅡ
２０２１大田原大会 栃木県立県北体育館 11 月 19 日㊎～ 21 日㊐

※ソフトボールのみ、雨天順延などの際に予備日を設けてあります。
●出店料…▶大田原市内に事業所を有している方：１ブース 2,000 円／日
　　　　　▶上記以外の方：１ブース 5,000 円／日
●応募方法…実行委員会ホームページをご確認ください。

　令和４年に開催する「いちご一会とちぎ国体」「いちご一会とちぎ大会」の大田原市での競技会を成功させ
るため、大田原市実行委員会では、全国から訪れる方々を「おもてなし」の心でお迎えするとともに、本市の
魅力を全国に発信することで、市全体の活性化につなげていきたいと考えています。
　そこで、この趣旨に賛同いただける企業・団体・個人の皆さまから物品な
どの協賛を募集します。詳細は、実行委員会ホームページをご覧ください。
　協賛いただいた物品などは、企業・団体などのご紹介とともに、国体の広
報ＰＲ・歓迎装飾・大会運営などにおいて幅広く活用させていただきます。
◎実行委員会ホームページ　https://ohtawara-tochigikokutai.jp/

問申 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原市実行委員会　　２階
　（４７）６１００　　（４７）６１０１　　kokutai@city.ohtawara.tochigi.jp

Ａ

総務課　本６階　 （２３）８７６１大田原市明るい地域づくり功労賞表彰
　本市では、芸術、科学、文化、スポーツ、産業などの分野で市民の誇りとなる顕著な功績を挙げ、本市の名
声を高めた個人または団体などに対し、その栄誉を称え表彰を行っています。本年度は次の６名の方を表彰し
ました。

おめでとうございます

●受賞者（敬称略）

○荒
あ ら い

井　千
ち え り

恵理
【功績】第 42 回少年の主張全国大会

文部科学大臣賞受賞

○君
きみじま

島　陽
ひ よ り

依
【功績】令和２年度中学生の「税について

の作文」国税庁長官賞受賞

○松
ま つ だ

田　弥
み さ き

咲妃
【功績】第57 回全国中学校スキー大会

アルペン女子大回転　優勝

○加
か と う

藤　頼
ら い と

斗　
【功績】第６回ボルダリングユース日本選手権葛飾大会　

男子ユースＣカテゴリー　優勝
　
○薄

う す い

井　悠
ゆ う き

希
【功績】第 56 回技能五輪全国大会

タイル張り競技　金賞

○後
ご と う

藤　洵
じゅんと

人
【功績】第 58 回技能五輪全国大会

タイル張り競技　金賞

ＡＡ別館



2021.5 6

　市では、感染症の発生およびまん延を防ぐため、以下の対象年齢に応じた予防接種を実施しています。
◆　定　期　接　種　◆

種　類 回数 対　象　月　齢
ロタウイルス感染症
（いずれかを接種）

２回 ロタリックス（１価ワクチン）　　生後６週の初日から 24 週の初日まで
３回 ロタテック（５価ワクチン）　　　生後６週の初日から 32 週の初日まで

ヒブ感染症 ４回 生後２か月から生後 60 か月に至るまでの間（生後２か月～５歳未満）
※接種開始年齢などにより接種回数は異なります

小児の肺炎球菌感染症 ４回 生後２か月から生後 60 か月に至るまでの間（生後２か月～５歳未満）
※接種開始年齢などにより接種回数は異なります

Ｂ型肝炎 ３回 １歳に至るまでの間（１歳未満）
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ ４回 生後３か月～生後 90 か月に至るまでの間（生後３か月～７歳半未満）

ＢＣＧ １回 生後 12 か月に至るまでの間（１歳未満）　
※標準的には生後５か月～生後８か月未満の間に受けます

麻しん風しん ２回 １期（１回目）…生後 12 か月～生後 24 か月に至るまでの間（１歳～２歳未満）
２期（２回目）…就学前１年間（平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれの年長児）

水痘（みずぼうそう） ２回 生後 12 か月～生後 36 か月に至るまでの間（１歳～３歳未満）

日本脳炎 ４回

≪平成 19 年４月２日以降に生まれた方≫
１期（１～３回目）…生後 6 か月から生後 90 か月に至るまでの間（生後６か月～７歳半未満）
　　　　　　　 ※標準的には３歳から接種を開始します
２期（４回目）…９歳以上 13 歳未満
≪特例措置≫次の①または②に該当する方は、特例として不足分の接種が受けられます。
①平成 13 年４月２日～平成 19 年４月１日生まれの方　⇒ 20 歳未満まで
②平成 19 年４月２日～平成 21 年 10 月１日生まれの方　⇒９歳以上 13 歳未満の間

ジフテリア・破傷風 １回 ２期…11 歳以上 13 歳未満
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん） ３回 小学６年生～高校1年生相当年齢の女子　※平成25年６月14日から積極的な勧奨は行っていません

◆　市が行政措置として行う法定外の予防接種（一部助成）　◆
種　類 回数 対　象　年　齢

おたふくかぜ １回 １歳以上６歳となる日の属する年度の末日までの間（１歳～年長児の３月 31 日まで）
※おたふくかぜにかかったことがなく予防接種も受けていないお子さんが対象です

※法改正などにより、内容が変更になる場合があります。
※市外の医療機関での接種を希望する場合、定期予防接種に限り「栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業」に協力す

る県内の医療機関であれば、事前の手続きをすることなく接種を受けられます。なお、県内でもこの事業に参加してい
ない医療機関や県外の医療機関で接種を希望する場合は、事前手続きが必要になります。

※法定外の予防接種について、市の委託医療機関以外で接種を希望する場合は、事前手続きが必要になります。

市で実施しているお子さんの予防接種 問健康政策課　本３階　　（２３）８９７５本

コラム～新型コロナウイルス感染症～

　健康政策課　　３階　　（２３）８９７５本

　情報政策課
　６階
　（２３）１９５１

　安全に運動・スポーツをするポイント
体調をチェック

・発熱、咳、のどの痛みなどの風邪の症状
・だるさ、息苦しさ、嗅覚や味覚の異常
・体が重く感じる、疲れやすいなど
１つでも当てはまる場合には運動を行わない。

感染防止の３つの基本
・十分な距離の確保、３密を避ける
・マスクの着用
・手洗い・手指消毒
家に帰ったら、まず手や顔を洗う。

熱中症の予防　～暑くなる日は要注意！！～
　こまめな水分の補給、休憩の確保、風通しの良い
服装や着帽、屋内では空調の使用や換気を行いましょう。
　マスクを着用したまま運動をすると、水分補給を忘れたり、
体温が下がりにくくなることがありますので、注意してくださ
い。息苦しさを感じたときはすぐに外したり休憩を取るなど、
無理をしないでください。

ぜひ
インターネットで
ご回答ください

　総務省と経済産業省は、令和３年６月１日現在で、
「令和３年経済センサス ‐ 活動調査」を実施します。

この調査は、令和元年に実施した「経済センサス ‐ 基
礎調査」や令和２年に実施した「企業構造の事前確認」
によって得られた事業所や企業の情報を活用して、売
上高など経理項目の把握に重点を置いて実施します。
　調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺い
して直接配布するか、国が郵送します。調査員がお伺い
する場合は、必ず「調査員証」、「従事者用腕章」を身
に付けていますので、安心してご回答ください。
　なお、「令和３年経済センサス ‐ 活動調査」では、イ
ンターネットでの回答を推奨しています。

出典：スポーツ庁
「安全に運動・スポーツをするポイントは？ Ver.2」

本
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軽自動車税（種別割）納税通知書の発送と減免の手続き
　軽自動車税（種別割）は４月１日現在の原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車などの所有者に課税されます。令
和３年度軽自動車税（種別割）納税通知書は５月 10 日㊊に発送予定です。納期限は令和３年５月 31 日㊊です。
　なお一定の要件を満たす場合、軽自動車税（種別割）の減免が受けられます。その種類・要件は次のとおりです。

問申税務課　本２階
　（２３）８７８５

本

減免区分 対象となる車両 申請に必要なもの

身
障
減
免

　身体が不自由であっ
たり、心身の発達や精
神に障害がある方のた
めに使用される軽自動
車で、一定の要件を満
たすもの

①障害者（注１）が所有し、障害者本人が
運転する車

②障害者または障害者と生計を一にする
方もしくは常時介護をする方が所有し、
生計を一にする方もしくは常時介護を
する方が運転する車

・身体障害者等に係る軽自動車税（種別割）減免
   申請書

・手帳（身体障害者手帳・療育手帳など）
・運転する方の運転免許証
・軽自動車税（種別割）納税通知書

構
造
減
免

　車両の構造が身体障
害者の利用に供するた
めの軽自動車

①車検証に「車いす移動車」や「障害者輸送
用」などと記載のある車両

②車いすの昇降装置、固定装置などの特
別仕様の車両

・市税減免申請書
・車検証（コピー可）
・軽自動車税（種別割）納税通知書
・納税義務者の印鑑
・納税義務者が法人の場合は法人登録印（実印）
・②の車両は、装置などの写真

公
益
減
免

　公益のために直接専
用する軽自動車で、一
定の要件を満たすもの

（リース車両を除く）

公益性があると認められる団体の車両
※使用方法・使用団体によっては減免の

対象にならない場合がありますので、
事前に税務課までご確認ください。

・市税減免申請書
・軽自動車税（種別割）納税通知書
・法人登録印（実印）

（注１）減免の対象となる障害の範囲…①身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当す
る方   ②療育手帳の交付を受けていて、障害の範囲が｢Ａ｣ ｢Ａ１｣ ｢Ａ２」の方   ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けていて、障害の程度が１級の方 ※該当要件や詳細はお問い合わせください。（市ホームページにも掲載）

●注意事項
▶令和３年４月２日以降に廃車や名義変更を行った場合でも、令和３年度の軽自動車税（種別割）は課税されます。
▶住所変更などにより納税通知書が届かない場合は至急税務課までご連絡をお願いします。
▶スマートフォン決裁アプリでの納付の場合、領収証書および車検用納税証明書は発行されません。車検を受ける方は

市役所・金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
▶軽自動車税（種別割）減免申請期間は、軽自動車税（種別割）納税通知書が届いてから納期限の令和３年５月 31 日㊊ま

でとなります。申請期間が過ぎると減免を受けることができません。
▶減免は毎年度申請が必要です。自動更新ではありませんのでご注意ください。
▶「身障減免」の対象は、普通自動車などを含めて１人１台です。自動車税の減免については、大田原県税事務所 　（２３）

４１７１にお問い合わせください。
▶減免申請書は窓口にあります。なお、前年度減免を受けた方には納税通知書に減免申請書を同封しています。

子育て支援券には有効期限があります 問商工観光課　本４階　　（２３）８７０９本

　子育て支援券の有効期限が過ぎると、使用できなくなります。お手元に未使用の子育て支援券がありましたら、お早
目にご使用ください。
　また、子育て支援券の前身として、「大田原市金券」がありました。この金券は、平成 18 年４月から平成 19 年９月ま
で発行したものです。額面は「５００円」です。有効期限内であれば、子育て支援券と同様に、子育て支援券取扱店で使
用できます。

　 下 の Ｑ Ｒ コ ー ド か ら、 市
ホームページをご確認くださ
い。

●金券・支援券の種類および有効期限 ●取扱店

令和６（２０２４）年３月３１日まで 令和８（２０２６）年３月３１日まで

令和１３（２０３１）年３月３１日まで 令和８（２０２６）年３月３１日まで

未使用で眠っていませんか

ご使用は
お早めに
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